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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 5月 26日 (2006.5.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

　
　

こ と を 特
徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 遊 技 領 域 を 画 定 し 、 前 記 遊 技 領 域 に 打 ち 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 遊 技 領 域 内 に ガ イ ド す る
遊 技 領 域 画 定 部 材 と 、 制 御 装 置 を 支 持 す
る 支 持 部 材 を 有 す る 制 御 装 置 ユ ニ ッ ト と の 間 で 前 記 遊 技 盤 が 狭 持 さ れ て い る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】

記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 制 御 装 置 に 用 い ら れ る 情 報 が 格 納 さ れ た 情 報 記 憶 媒 体 を 、 少 な く と も 前 記 ガ ラ ス 枠 を
含 む 前 記 本 体 ユ ニ ッ ト か ら 交 換 な 部 品 に 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か
に 記 載 の 遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書

遊 技 領 域 を 有 す る 遊 技 盤 と 、 前 記 遊 技 領 域 を 覆 う ガ ラ ス 扉 及 び 前 記 ガ ラ ス 扉 が 軸 着 さ れ る
ガ ラ ス 扉 受 け 部 を 有 し 、 前 記 遊 技 盤 が 取 り 付 け ら れ る 遊 技 盤 取 付 部 が 前 記 ガ ラ ス 扉 受 け 部
の 前 面 側 に 形 成 さ れ た ガ ラ ス 枠 と 、 前 記 ガ ラ ス 枠 が 前 面 側 に 取 り 付 け ら れ る 本 体 ユ ニ ッ ト
と を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、

弾 性 を 有 す る 板 を 屈 曲 さ せ た 位 置 決 め 案 内 保 持 部 材 を 前 記 遊 技 盤 取 付 部 内 に 設 け 、
前 記 遊 技 盤 を 前 記 遊 技 盤 取 付 部 内 に 取 り 付 け る 際 に 、 前 記 位 置 決 め 案 内 保 持 部 材 と 前 記

遊 技 盤 取 付 部 内 に 設 け ら れ た 遊 技 盤 受 け 部 と の 間 に 前 記 遊 技 盤 の 端 部 が 差 し 込 ま れ 、
　 前 記 遊 技 盤 を 前 記 遊 技 盤 取 付 部 に 取 り 付 け る と 、 前 記 位 置 決 め 案 内 保 持 部 材 の 一 端 が 前
記 遊 技 盤 を 背 面 側 か ら 押 圧 し て 前 記 遊 技 盤 が 前 記 遊 技 盤 受 け 部 に 押 し つ け ら れ る

遊 技 に 基 づ い て 作 動 す る 作 動 装 置 を 作 動 制 御 す る

前 記 本 体 ユ ニ ッ ト 及 び 前 記 ガ ラ ス 枠 の 一 方 に 係 合 突 起 を 形 成 す る と と も に 、 他 方 に 前 記 係
合 突 起 が 係 合 す る 係 合 突 起 受 け 部 を 形 成 し 、 前 記 本 体 ユ ニ ッ ト に 前 記 ガ ラ ス 枠 を 取 り 付 け
た 状 態 で 前 記 係 合 突 起 が 前 記 係 合 突 起 受 け 部 に 係 合 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２
に

３



【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 遊 技 機 の 一 つ で あ る パ チ ン コ 機 は パ チ ン コ 店 な ど の 遊 技 場 に 設 置 さ れ て い る 。 一 般 に パ
チ ン コ 機 を 含 む 遊 技 機 は 、 遊 技 に 基 づ い て 作 動 す る 装 置 を 遊 技 状 態 に 応 じ て 作 動 制 御 す る
制 御 装 置 な ど が 設 け ら れ た 本 体 ユ ニ ッ ト 、 本 体 ユ ニ ッ ト の 前 面 側 に 取 り 付 け ら れ 、 遊 技 者
に ゲ ー ム 上 の 特 典 を 付 与 す る た め の 入 賞 口 が 前 面 側 の 遊 技 領 域 に 少 な く と も 設 け ら れ た 遊
技 盤 、 本 体 ユ ニ ッ ト の 前 面 側 に 開 閉 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 本 体 ユ ニ ッ ト の 前 面 側 の 少 な く
と も 遊 技 領 域 を 覆 う ガ ラ ス 枠 が 設 け ら れ て い る 。 遊 技 盤 に 設 け ら れ た 遊 技 領 域 は ガ ラ ス 枠
に よ っ て 可 視 可 能 な よ う に 覆 わ れ て お り 、 外 部 か ら 遊 技 盤 に 触 れ る こ と が で き な い よ う に
な っ て い る 。 遊 技 性 の 異 な る 遊 技 機 の 機 種 の 入 れ 替 え が 少 な く と も 行 わ れ る 際 に は 、 遊 技
場 で 新 た な 機 種 の 遊 技 機 と 設 置 中 の 古 い 機 種 の 遊 技 機 と が 前 記 本 体 ユ ニ ッ ト ご と 全 て 交 換
さ れ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ８ － １ ７ ３ ６ １ ０ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 ６ － ４ ７ １ ５ ７ 号 公 報
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 の 遊 技 機 は 、

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 前 記 遊 技 領 域 を 画 定 し 、 前 記 遊 技 領 域 に 打 ち 出 さ れ る 遊 技 媒 体 を 遊 技 領 域 内 に ガ
イ ド す る 遊 技 領 域 画 定 部 材 と 、 制 御 装 置
を 支 持 す る 支 持 部 材 を 有 す る 制 御 装 置 ユ ニ ッ ト と の 間 で 前 記 遊 技 盤 が 狭 持 さ れ て い る こ と
が 好 ま し い 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、

こ と が 好 ま し い 。
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遊 技 領 域 を 有 す る 遊 技 盤 と 、 前 記 遊 技
領 域 を 覆 う ガ ラ ス 扉 及 び 前 記 ガ ラ ス 扉 が 軸 着 さ れ る ガ ラ ス 扉 受 け 部 を 有 し 、 前 記 遊 技 盤 が
取 り 付 け ら れ る 遊 技 盤 取 付 部 が 前 記 ガ ラ ス 扉 受 け 部 の 前 面 側 に 形 成 さ れ た ガ ラ ス 枠 と 、 前
記 ガ ラ ス 枠 が 前 面 側 に 取 り 付 け ら れ る 本 体 ユ ニ ッ ト と を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、 弾 性 を 有
す る 板 を 屈 曲 さ せ た 位 置 決 め 案 内 保 持 部 材 を 前 記 遊 技 盤 取 付 部 内 に 設 け 、 前 記 遊 技 盤 を 前
記 遊 技 盤 取 付 部 内 に 取 り 付 け る 際 に 、 前 記 位 置 決 め 案 内 保 持 部 材 と 前 記 遊 技 盤 取 付 部 内 に
設 け ら れ た 遊 技 盤 受 け 部 と の 間 に 前 記 遊 技 盤 の 端 部 が 差 し 込 ま れ 、 前 記 遊 技 盤 を 前 記 遊 技
盤 取 付 部 に 取 り 付 け る と 、 前 記 位 置 決 め 案 内 保 持 部 材 の 一 端 が 前 記 遊 技 盤 を 背 面 側 か ら 押
圧 し て 前 記 遊 技 盤 が 前 記 遊 技 盤 受 け 部 に 押 し つ け ら れ る も の で あ る 。

遊 技 に 基 づ い て 作 動 す る 作 動 装 置 を 作 動 制 御 す る

前 記 本 体 ユ ニ ッ ト 及 び 前 記 ガ ラ ス 枠 の 一 方 に 係 合 突 起 を 形 成 す る と と も に 、 他 方
に 前 記 係 合 突 起 が 係 合 す る 係 合 突 起 受 け 部 を 形 成 し 、 前 記 本 体 ユ ニ ッ ト に 前 記 ガ ラ ス 枠 を
取 り 付 け た 状 態 で 前 記 係 合 突 起 が 前 記 係 合 突 起 受 け 部 に 係 合 す る


	header
	written-amendment

